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(57)【要約】
【課題】限られた表示領域において視認性を犠牲にする
ことなく画面を表示する。
【解決手段】　携帯電話機のＣＰＵの処理は、ディスプ
レイに表示される画面がフォーカスを含む場合に（Ｓ９
１０にてＹＥＳ）、センターソフトキーおよびビューキ
ーを表示することなく、その他のソフトキーをディスプ
レイに表示させるステップ（Ｓ９２０）と、入力がディ
スプレイに表示されたフォーカスエリアのタップである
場合に（Ｓ９２４にてＹＥＳ）、センターソフトキーが
押下されたときの動作と同じ動作を実行するステップ（
Ｓ９２６）とを含む。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯通信端末であって、
　第１の筐体と、
　第２の筐体と、
　前記第１の筐体に配置され、前記携帯通信端末に対する操作入力を受け付ける複数のス
イッチと、
　前記第２の筐体に配置されたタッチパネル式のディスプレイ装置と、
　前記携帯通信端末の動作を制御するプロセッサと、
　前記携帯通信端末の動作を制御するためのデータを格納するメモリとを備え、
　前記複数の操作スイッチに対する操作が可能な第１の状態であるとき、前記プロセッサ
は、前記複数のスイッチのうちの一部のスイッチに対応するように予め設定された複数の
ボタン画像を、前記ディスプレイ装置に表示し、
　前記ディスプレイ装置に対する操作が可能な第２の状態であるとき、前記プロセッサは
、前記携帯通信端末が前記第１の状態である場合に表示される複数のボタン画像のうちの
一部のボタン画像と、クリアキーおよび終了キーとを、前記ディスプレイ装置に表示させ
る、携帯通信端末。
【請求項２】
　前記第２の状態において、前記ディスプレイ装置が、選択可能な項目のリストを含む画
面を表示するとき、前記プロセッサは、前記複数のボタン画像のうちの一部のボタン画像
と、前記クリアキーおよび終了キーとを、前記ディスプレイ装置に表示させる、請求項１
に記載の携帯通信端末。
【請求項３】
　前記第２の状態において、前記ディスプレイ装置が、前記リストを含まない画面を表示
するとき、前記プロセッサは、前記携帯通信端末に与えられる操作入力を確定するための
入力を受け付けるボタン画像を、前記ディスプレイ装置に表示させる、請求項２に記載の
携帯通信端末。
【請求項４】
　前記第２の状態において前記ディスプレイ装置に表示されないボタン画像は、前記携帯
通信端末に対する操作入力を確定する入力を受け付けるためのボタン画像を含む、請求項
１から３のいずれか１項に記載の携帯通信端末。
【請求項５】
　前記複数のボタン画像は、左ソフトキーと、センターソフトキーと、右ソフトキーとを
含む、請求項１から４のいずれか１項に記載の携帯通信端末。
【請求項６】
　前記複数のスイッチは、確定のための操作入力を受け付ける確定ボタンを含み、
　前記１つの画像に対する操作入力が与えられると、前記プロセッサは、前記確定ボタン
に対する操作入力が与えられた場合に実行する命令を実行するように構成されている、請
求項１から５のいずれか１項に記載の携帯通信端末。
【請求項７】
　携帯通信端末に画面を表示するための方法であって、前記携帯通信端末は、第１の筐体
と、第２の筐体と、前記第１の筐体に配置され、前記携帯通信端末に対する操作入力を受
け付ける複数のスイッチと、前記第２の筐体に配置されたタッチパネル式のディスプレイ
装置と、前記携帯通信端末の動作を制御するプロセッサと、前記携帯通信端末の動作を制
御するためのデータを格納するメモリとを備えており、
　前記方法は、
　前記複数の操作スイッチに対する操作が可能な第１の状態であるとき、前記ディスプレ
イ装置が、前記複数のスイッチのうちの一部のスイッチに対応するように予め設定された
複数のボタン画像を表示するステップと、
　前記ディスプレイ装置に対する操作が可能な第２の状態であるとき、前記ディスプレイ



(3) JP 2010-268384 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

装置が、前記携帯通信端末が前記第１の状態である場合に表示される複数のボタン画像の
うちの一部のボタン画像ならびにクリアキーおよび終了キーを表示するステップとを含む
、携帯通信端末に画面を表示するための方法。
【請求項８】
　前記一部のボタン画像を表示するステップは、
　前記第２の状態において、前記ディスプレイ装置が、選択可能な項目のリストを含む画
面を表示するときに、前記一部のボタン画像を表示するステップを表示するステップを含
む、請求項７に記載の携帯通信端末に画面を表示するための方法。
【請求項９】
　前記第２の状態において、前記ディスプレイ装置が、前記リストを含まない画面を表示
するとき、前記携帯通信端末に与えられる操作入力を確定するための入力を受け付けるボ
タン画像を表示するステップをさらに含む、請求項８に記載の携帯通信端末に画面を表示
するための方法。
【請求項１０】
　前記第２の状態において前記ディスプレイ装置に表示されないボタン画像は、前記携帯
通信端末に対する操作入力を確定する入力を受け付けるためのボタン画像を含む、請求項
７から９のいずれか１項に記載の携帯通信端末に画面を表示するための方法。
【請求項１１】
　前記複数のボタン画像は、左ソフトキーと、センターソフトキーと、右ソフトキーとを
含む、請求項７から１０のいずれか１項に記載の携帯通信端末に画面を表示するための方
法。
【請求項１２】
　前記複数のスイッチは、確定のための操作入力を受け付ける確定ボタンを含み、
　前記１つの画像に対する操作入力が与えられると、前記プロセッサが、前記確定ボタン
に対する操作入力が与えられた場合に実行する命令を実行するステップをさらに含む、請
求項８から１１のいずれか１項に記載の携帯通信端末に画面を表示するための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネル式の携帯通信端末に関し、より特定的には、携帯通信端末が開
状態および閉状態のいずれである場合にも表示装置が視認できる携帯通信端末における画
面の表示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネル式のディスプレイ装置を有する携帯電話機、ノートブック型パーソナルコ
ンピュータその他の携帯通信端末が知られている。また、これらの携帯通信端末の一部は
、折畳式であって、タブレットタイプとも言われる二軸ヒンジを有する。あるいはこれら
の携帯通信端末にはスライダー式も存在する。これらの場合、携帯通信端末が開かれてい
る状態および閉じられている状態のいずれの状態であっても、ディスプレイ装置は、携帯
通信端末の使用者にとって視認される。したがって、当該使用者は、いずれの状態の場合
でも、携帯通信端末を操作することができる。
【０００３】
　このような携帯通信端末の一態様として、たとえば、携帯電話機「SoftBank９３１ＳＨ
」が知られている（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】シャープ社ニュースリリース　「ソフトバンクモバイル株式会社向け３
Ｇ／ＧＳＭ携帯電話ＡＱＵＯＳケータイＦＵＬＬＴＯＵＣＨ＜SoftBank９３１ＳＨ＞の納
入を開始」、２００８年１１月２６日。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯電話機のタッチパネル式のディスプレイ装置が縦画面でコンテンツを表示する場合
、縦画面での「フルタッチ」を満たすためには、ガイド行には、ソフトキー(左ソフトキ
ー（LSK）、センターソフトキー（CSK）、右ソフトキー（RSK）)の他に、クリア（CLR）
キー、エンド（END）キー、ショートカット（S/C）キー、ビュー（View）キーの４つが必
要となる。なお、フルタッチとは、すべての操作をタッチパネル上で実現することをいう
。ガイド行とは、タッチパネルにソフトキーを表示するための領域をいう。
【０００６】
　たとえば、上記型式の携帯電話機は、大きな筐体に配置されたディスプレイ装置を備え
る。そのため、ガイド行を２行にして、上述の７個のソフトキーを表示していた。これは
、上記の携帯電話機は、表示領域の縦方向の長さが１０２４ドットであり、ガイド行のた
めの領域として２行分の領域を使用することができたためである。すなわち、大型の携帯
通信端末であれば、ディスプレイ装置も大きくすることができるため、ソフトキーに応じ
たガイド行のための領域を確保することができる。
【０００７】
　しかしながら、表示領域が小さなディスプレイ装置を備える携帯通信端末もある。この
ような携帯通信端末の場合、必然的に縦方向のドット数も１０２４ドットよりも少なくな
る。そのため、２行のガイド行を用いるのは、画面レイアウトの観点からは好ましくない
。２行のガイド行を表示にすると、コンテンツエリアが狭くなり、リスト系画面では閲覧
性が悪くなるからである。なお、コンテンツエリアとは、ヘッダ部のタイトルと、フッタ
部のガイド行に挟まれた領域をいう。
【０００８】
　また、携帯通信端末が折り畳まれた状態（「Viewerポジション」ともいう。）では２行
のガイド行を用い、開かれた状態（「オープンポジション」ともいう。）では１行のガイ
ド行を用いることも考えられる。しかしながら、そのためには、２種類の画面レイアウト
が必要になるため、実装が困難であり、また、コストが上昇する恐れもある。
【０００９】
　本発明は、上述のような問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、
表示領域が限られた携帯通信端末において視認性を犠牲にすることなく画面を表示する携
帯通信端末を提供することである。他の目的は、限られた表示領域を有するディスプレイ
装置を備える携帯通信端末が画面を表示する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　ある実施の形態に従う携帯通信端末は、第１の筐体と、第２の筐体と、第１の筐体に配
置され、携帯通信端末に対する操作入力を受け付ける複数のスイッチと、第２の筐体に配
置されたタッチパネル式のディスプレイ装置と、携帯通信端末の動作を制御するプロセッ
サと、携帯通信端末の動作を制御するためのデータを格納するメモリとを備える。携帯通
信端末が、複数の操作スイッチに対する操作が可能な第１の状態であるとき、プロセッサ
は、複数のスイッチのうちの一部のスイッチに対応するように予め設定された複数のボタ
ン画像を、ディスプレイ装置に表示する。携帯通信端末が、ディスプレイ装置に対する操
作が可能な第２の状態であるとき、プロセッサは、携帯通信端末が第１の状態である場合
に表示される複数のボタン画像のうちの一部のボタン画像と、クリアキーおよび終了キー
とを、ディスプレイ装置に表示させる。
【００１１】
　好ましくは、第２の状態において、ディスプレイ装置が、選択可能な項目のリストを含
む画面を表示するとき、プロセッサは、複数のボタン画像のうちの一部のボタン画像と、
クリアキーおよび終了キーとを、ディスプレイ装置に表示させる。
【００１２】
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　好ましくは、第２の状態において、ディスプレイ装置が、リストを含まない画面を表示
するとき、プロセッサは、携帯通信端末に与えられる操作入力を確定するための入力を受
け付けるボタン画像を、ディスプレイ装置に表示させる。
【００１３】
　好ましくは、第２の状態においてディスプレイ装置に表示されないボタン画像は、携帯
通信端末に対する操作入力を確定する入力を受け付けるためのボタン画像を含む。
【００１４】
　好ましくは、複数のボタン画像は、左ソフトキーと、センターソフトキーと、右ソフト
キーとを含む。
【００１５】
　好ましくは、複数のスイッチは、確定のための操作入力を受け付ける確定ボタンを含む
。１つの画像に対する操作入力が与えられると、プロセッサは、確定ボタンに対する操作
入力が与えられた場合に実行する命令を実行するように構成されている。
【００１６】
　他の実施の形態に従うと、携帯通信端末に画面を表示するための方法が提供される。携
帯通信端末は、第１の筐体と、第２の筐体と、第１の筐体に配置され、携帯通信端末に対
する操作入力を受け付ける複数のスイッチと、第２の筐体に配置されたタッチパネル式の
ディスプレイ装置と、携帯通信端末の動作を制御するプロセッサと、携帯通信端末の動作
を制御するためのデータを格納するメモリとを備えている。この方法は、複数の操作スイ
ッチに対する操作が可能な第１の状態であるとき、ディスプレイ装置が、複数のスイッチ
のうちの一部のスイッチに対応するように予め設定された複数のボタン画像を表示するス
テップと、ディスプレイ装置に対する操作が可能な第２の状態であるとき、ディスプレイ
装置が、携帯通信端末が第１の状態である場合に表示される複数のボタン画像のうちの一
部のボタン画像ならびにクリアキーおよび終了キーを表示するステップとを含む。
【００１７】
　好ましくは、一部のボタン画像を表示するステップは、第２の状態において、ディスプ
レイ装置が、選択可能な項目のリストを含む画面を表示するときに、一部のボタン画像を
表示するステップを表示するステップを含む。
【００１８】
　好ましくは、この方法は、第２の状態において、ディスプレイ装置が、リストを含まな
い画面を表示するとき、携帯通信端末に与えられる操作入力を確定するための入力を受け
付けるボタン画像を表示するステップをさらに含む。
【００１９】
　好ましくは、第２の状態においてディスプレイ装置に表示されないボタン画像は、携帯
通信端末に対する操作入力を確定する入力を受け付けるためのボタン画像を含む。
【００２０】
　好ましくは、複数のボタン画像は、左ソフトキーと、センターソフトキーと、右ソフト
キーとを含む。
【００２１】
　好ましくは、複数のスイッチは、確定のための操作入力を受け付ける確定ボタンを含む
。この方法は、１つの画像に対する操作入力が与えられると、プロセッサが、確定ボタン
に対する操作入力が与えられた場合に実行する命令を実行するステップをさらに含む。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によると、表示領域が限られた携帯通信端末であっても、視認性を犠牲にするこ
となく画面を表示することができる。
【００２３】
　この発明の上記および他の目的、特徴、局面および利点は、添付の図面と関連して理解
されるこの発明に関する次の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２４】
【図１】携帯電話機１００を開いた状態を表わす図である。
【図２】携帯電話機１００を折畳んだ状態を表わす図である。
【図３】携帯電話機１００のハードウェア構成の外観を表わすブロック図である。
【図４】携帯電話機１００が有する各機能を実現するための構成を表わすブロック図であ
る。
【図５】携帯電話機１００が備えるフラッシュメモリ３４４におけるデータの格納の一態
様を概念的に表わす図である。
【図６】携帯電話機１００のＣＰＵ３１０が実行する処理の一部を表わすフローチャート
である。
【図７】携帯電話機１００がオープンポジションである場合におけるソフトキーの表示態
様を表わす図である。
【図８】携帯電話機１００がビューアポジションであって横画面表示である場合における
画面の表示態様を表わす図である。
【図９】携帯電話機１００が折り畳まれていわゆるビューアポジションである場合にＣＰ
Ｕ３１０が実行する処理の一部を表わすフローチャートである。
【図１０】ビューアポジションにおいてディスプレイ１５０がセンターソフトキーを表示
しない態様を表わす図である。
【図１１】携帯電話機１００がビューアポジションである場合におけるディスプレイ１５
０の場面の表示態様を表わす図（その１）である。
【図１２】携帯電話機１００がビューアポジションである場合におけるディスプレイ１５
０の場面の表示態様を表わす図（その２）である。
【図１３】携帯電話機１００がビューアポジションである場合におけるディスプレイ１５
０の場面の表示態様を表わす図（その３）である。
【図１４】ビューアポジションにおいてディスプレイ１５０がセンターソフトキーを表示
する態様を表わす図（その１）である。
【図１５】ビューアポジションにおいてディスプレイ１５０がセンターソフトキーを表示
する態様を表わす図（その２）である。
【図１６】ビューアポジションにおいてディスプレイ１５０がセンターソフトキーを表示
する態様を表わす図（その３）である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００２６】
　なお、本実施の形態では、携帯電話機１００が例示されるが、その他の携帯通信端末、
たとえば、ＰＤＡ、電子辞書その他の情報処理端末も本発明を適用することができる。
【００２７】
　［外観］
　図１および図２を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００の外観について説明
する。図１は、携帯電話機１００を開いた状態を表わす図である。図２は、携帯電話機１
００を折畳んだ状態を表わす図である。
【００２８】
　図１を参照して、携帯電話機１００は、筐体１１０，１２０と、二軸ヒンジ１３０とを
備える。二軸ヒンジ１３０は、筐体１２０に対して筐体１１０を、二軸方向に動くように
構成されている。二軸のうちの１つは、筐体１１０と筐体１２０との開閉のためのもので
あり、他の１つは、筐体１１０を長手方向の回転軸を中心に筐体１２０に対して回転させ
るためのヒンジである。
【００２９】
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　携帯電話機１００は、さらに、スピーカ１４０と、タッチパネル式のディスプレイ１５
０と、複数のボタン１６０と、マイク１７０とを備える。スピーカ１４０は、筐体１１０
に取り付けられている。タッチパネル式のディスプレイ１５０は、筐体１１０に取り付け
られている。ディスプレイ１５０は、液晶タイプ、有機ＥＬ（Electroluminescence）タ
イプその他の表示装置である。携帯電話機１００が開かれた状態（「第１の状態」ともい
う）であるとき、ディスプレイ１５０は、二軸ヒンジ１３０によって、複数のボタン１６
０が配置されている面と同じ方向および背面の方向のいずれをも向くように構成されてい
る。
【００３０】
　複数のボタン１６０は、携帯電話機１００に対する命令の入力を受け付けるスイッチと
して構成されている。ある局面において、ボタン１６０は、物理的なキーとして実現され
るが、他の局面において、複数のボタン１６０の一部又は全部が、ソフトウェアキーとし
て実現されてもよい。
【００３１】
　図２を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００は、折り畳まれたときに、ディ
スプレイ１５０を携帯電話機１００の外側を向くようにも構成されている。すなわち、図
１に示される状態で筐体１１０が二軸ヒンジ１３０に対して長手方向に１８０°回転され
る。さらに、筐体１１０は、二軸ヒンジ１３０の他の一軸を中心に回転される。その後、
筐体１１０と筐体１２０とが閉じられる。そうすると、図２に示されるように、ディスプ
レイ１５０が携帯電話機１００の外側に現われ、ボタン１６０はその内側に隠される。
【００３２】
　なお、本実施の形態においては、携帯電話機１００は折畳式であるが、他の局面におい
て、１つの筐体が他の筐体に対して摺動するように構成されたスライド式であってもよい
。
【００３３】
　図３を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００のハードウェア構成について説
明する。図３は、携帯電話機１００のハードウェア構成の外観を表わす図である。携帯電
話機１００は、図１に示される構成に加えて、通信装置３０２と、アンテナ３０８と、Ｃ
ＰＵ（Central　Processing　Unit）３１０と、測位信号受信フロントエンド部３１４と
、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）アンテナ３１６と、フラッシュメモリ３４４
と、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）３４６と、データ用ＲＯＭ（Read　Only　Memory
）３４８と、音声信号処理回路３７０と、ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）３７６と、
メモリカード駆動装置３８０と、データ通信Ｉ／Ｆ（Interface）３７８と、バイブレー
タ３８４とを備える。ＣＰＵ３１０は、測位処理部３１２を含む。メモリカード駆動装置
３８０には、メモリカード３８２が装着され得る。
【００３４】
　アンテナ３０８によって受信された信号は、通信装置３０２によってフロントエンド処
理が行なわれた後、処理後の信号は、ＣＰＵ３１０に送られる。ＣＰＵ３１０は、携帯電
話機１００に対して与えられる命令に基づいて携帯電話機１００の動作を制御するための
処理を実行する。ＣＰＵ３１０は、通信装置３０２から送られた信号に基づいて予め規定
された処理を実行し、処理後の信号を音声信号処理回路３７０に送出する。音声信号処理
回路３７０は、その信号に対して予め規定された信号処理を実行し、処理後の信号をスピ
ーカ１４０に送出する。スピーカ１４０は、その信号に基づいて音声を出力する。
【００３５】
　マイク１７０は、携帯電話機１００に対する発話を受け付けて、発話された音声に対応
する信号を音声信号処理回路３７０に対して送出する。音声信号処理回路３７０は、その
信号に基づいて通話のために予め規定された処理を実行し、処理後の信号をＣＰＵ３１０
に対して送出する。ＣＰＵ３１０は、その信号を送信用のデータに変換し、変換後のデー
タを通信装置３０２に対して送出する。通信装置３０２は、そのデータを用いて送信用の
信号を生成し、アンテナ３０８に向けてその信号を送出する。
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【００３６】
　フラッシュメモリ３４４は、ＣＰＵ３１０から送られるデータを格納する。また、ＣＰ
Ｕ３１０は、フラッシュメモリ３４４に格納されているデータを読み出し、そのデータを
用いて予め規定された処理を実行する。
【００３７】
　ＲＡＭ３４６は、ボタン１６０に対して行なわれた操作に基づいてＣＰＵ３１０によっ
て生成されるデータを一時的に保持する。データ用ＲＯＭ３４８は、携帯電話機１００に
予め定められた動作を実行させるためのプログラムあるいはデータを格納している。ＣＰ
Ｕ３１０は、データ用ＲＯＭ３４８から当該プログラムまたはデータを読み出し、携帯電
話機１００の動作を制御する。
【００３８】
　メモリカード駆動装置３８０は、メモリカード３８２に格納されているデータを読み出
し、ＣＰＵ３１０に送出する。逆にメモリカード駆動装置３８０は、ＣＰＵ３１０によっ
て出力されるデータを、メモリカード３８２の空き領域に書き込む。
【００３９】
　音声信号処理回路３７０は、上述のような通話のための信号処理を実行する。なお、図
３に示される例では、ＣＰＵ３１０と音声信号処理回路３７０とが別個の構成として示さ
れているが、他の局面において、ＣＰＵ３１０と音声信号処理回路３７０とが一体として
構成されていてもよい。
【００４０】
　ディスプレイ１５０は、タッチパネル式のディスプレイであるが、タッチパネルの機構
は特に限られない。ディスプレイ１１０は、ＣＰＵ３１０から取得されるデータに基づい
て、当該データによって規定される画像を表示する。たとえば、フラッシュメモリ３４４
が格納している静止画、動画、音楽ファイルの属性（当該ファイルの名前、演奏者、演奏
時間など）を表示する。
【００４１】
　ＬＥＤ３７６は、ＣＰＵ３１０からの信号に基づいて、予め定められた発光動作を実現
する。たとえば、ＬＥＤ３７６が複数の色を表示可能な場合には、ＬＥＤ３７６は、ＣＰ
Ｕ３１０から出力される信号に含まれるデータに関連付けられている色で発光する。発光
の態様（間隔、発光する色の数、点滅パターンなど）は特に限られない。
【００４２】
　データ通信Ｉ／Ｆ３７８は、データ通信用のケーブルの装着を受け付ける。データ通信
Ｉ／Ｆ３７８は、ＣＰＵ３１０から出力される信号を当該ケーブルに対して送出する。あ
るいは、データ通信Ｉ／Ｆ３７８は、当該ケーブルを介して受信されるデータを、ＣＰＵ
３１０に対して送出する。
【００４３】
　バイブレータ３８４は、ＣＰＵ３１０から出力される信号に基づいて、予め定められた
周波数で発振動作を実行する。
【００４４】
　ＧＰＳアンテナ３１６は、ＧＰＳ衛星から発信される信号を受信し、受信した信号を測
位信号受信フロントエンド部３１４に送出する。測位信号受信フロントエンド部３１４は
、少なくとも３つ（望ましくは４つ以上）のＧＳＰ衛星から受信した各信号に基づいてパ
ターンマッチングを行ない、各信号に含まれるコードパターンと携帯電話機１００が保持
するコードパターンとが一致した場合に、その信号を測位処理部３１２に送出する。測位
処理部３１２は、その信号を用いて、測位処理を実行し、当該信号を受信した携帯電話機
１００の位置を算出する。ある局面において、ディスプレイ１５０は、測位処理部３１２
が算出した携帯電話機１００の位置情報（たとえば緯度、経度、高度など）を表示しても
よい。
【００４５】
　［機能構成］
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　図４を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００の構成についてさらに説明する
。図４は、携帯電話機１００の各機能を実現するための構成を表わすブロック図である。
携帯電話機１００は、記憶部４１０と、開閉検知部４２０と、ポジション判断部４３０と
、表示制御部４４０と、表示部４５０と、入力検知部４６０と、処理部４７０とを備える
。
【００４６】
　記憶部４１０は、たとえば、フラッシュメモリ、ＲＯＭ、ハードディスク、着脱可能な
メモリカードその他の不揮発メモリによって、または、ＲＡＭその他の揮発メモリによっ
ても実現され得る。開閉検知部４２０と、ポジション判断部４３０と、表示制御部４４０
と、処理部４７０とは、ＣＰＵその他のマイクロプロセッサによって、あるいは、各処理
を実行するように構成された回路素子によって実現される。表示部４５０は、タッチパネ
ル式のディスプレイ１５０によって実現される。タッチパネルの形式は特に限られない。
【００４７】
　記憶部４１０は、携帯電話機１００に予め規定された動作を実行させるために準備され
たプログラムおよびデータを格納している。記憶部４１０が格納するデータは、さらに、
タッチパネル式のディスプレイ１５０にソフトウェアキーを表示するための画面データも
含む。
【００４８】
　開閉検知部４２０は、二軸ヒンジ１３０を介した筐体１１０と筐体１２０との位置関係
に基づいて、携帯電話機１００の開閉を検知する。ポジション判断部４３０は、二軸ヒン
ジ１３０に設けられているセンサからの出力に基づいて、ディスプレイ１５０の位置を判
断する。ディスプレイ１５０の位置は、たとえば、「オープンポジション」と「ビューア
（Viewer）ポジション」とを含む。ここで、オープンポジションとは、筐体１１０と筐体
１２０とが図１に示されるように同一面を向くように配置している状態をいう。また、ビ
ューアポジションとは、図２に示されるように、携帯電話機１００が折り畳まれており、
かつ、タッチパネル式のディスプレイ１５０が外側に位置していることをいう。
【００４９】
　表示制御部４４０は、記憶部４１０に格納されているプログラムおよびデータと、ポジ
ション判断部４３０による判断結果（オープンポジションまたはビューアポジションのい
ずれか）に基づいて表示部４５０におけるソフトウェアキーの表示を制御する。制御の態
様は後述する。
【００５０】
　入力検知部４６０は、ボタン１６０に対する操作に基づいて携帯電話機１００に対する
入力が行なわれたことを検知する。処理部４７０は、記憶部４１０に格納されている制御
データと、入力検知部４６０による検知結果とに基づいて、携帯電話機１００に特定の動
作を実行させる。
【００５１】
　入力検知部４６０は、表示部４５０がタッチパネル式のディスプレイとして機能する場
合には、表示部４５０の表示領域に対するタッチ操作を検知する。
【００５２】
　［データ構造］
　図５を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００のデータ構造について説明する
。図５は、携帯電話機１００が備えるフラッシュメモリ３４４におけるデータの格納の一
態様を概念的に表わす図である。フラッシュメモリ３４４は、ユーザデータ５１０と、辞
書５２０と、通信プログラム５３０と、ドキュメントビューア５４０と、ミュージックプ
レーヤ５５０と、ナビゲーションプログラム５６０と、オペレーティングシステム５７０
とを含む。ユーザデータ５１０は、電話帳と静止画と動画ファイル（テレビ番組）と音楽
ファイルとテキストファイルとを含み得る。ユーザデータ５１０は、通信装置３０２によ
って受信され、データ通信Ｉ／Ｆ３７８によって入力され、あるいはメモリカード３８２
によって携帯電話機１００に取り込まれ得る。
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【００５３】
　辞書５２０は、携帯通信端末用の辞書であって、たとえば、国語辞典、英和辞典、その
他の辞典のためのデータを含む。
【００５４】
　通信プログラム５３０は、携帯電話機１００が他の情報通信装置と通信するためのプロ
グラムであって、電話のためのプログラム、データ通信Ｉ／Ｆ３７８を駆動するためのプ
ログラムを含む。他の局面において、通信プログラム５３０は、赤外線通信、ブルートゥ
ース（登録商標）通信のためのプログラムを含み得る。
【００５５】
　ドキュメントビューア５４０は、たとえば携帯電話機１００が図２に示される状態であ
るときにです１５０がＰＤＦ（Portable　Document　Format）ファイルを表示するための
プログラムを含む。ミュージックプレーヤ５５０は、携帯電話機１００が音楽を再生する
ための機能を実現する。ナビゲーションプログラム５６０は、測位信号受信フロントエン
ド部３１４が測位処理を実行するためのプログラムである。オペレーティングシステム５
７０は、携帯電話機１００が予め設定された入出力動作、通話処理その他の基本的な動作
を実現する。
【００５６】
　ある局面において、携帯電話機１００が開かれている状態（すなわち、第１の状態）で
あるとき、ＣＰＵ３１０は、各ボタン１６０のうちの一部のボタンに対応するように予め
設定された複数のボタン画像をディスプレイ１５０に表示する。携帯電話機１００が閉じ
られており、かつ、ディスプレイ１５０が携帯電話機１００の外側に現われている状態（
すなわち、第２の状態）であるとき（図２）、ＣＰＵ３１０は、携帯電話機１００が開か
れた状態である場合に表示される複数のボタン画像の数よりも少ないボタン画像をディス
プレイ１５０に表示させる。当該少ないボタン画像は、左ソフトキーと右ソフトキーとを
含む。
【００５７】
　また、当該第２の状態においてディスプレイ１５０が、選択可能な項目のリスト（たと
えば電話帳の一覧、画像コンテンツの一覧など）を含む画面を表示するとき、ＣＰＵ３１
０は、複数のボタン画像の数よりも少ないボタン画像をディスプレイ１５０に表示させる
。当該ボタン画像が表示される場所は、たとえばディスプレイ１５０の表示領域の最も下
の領域であるが、その他の領域であってもよい。
【００５８】
　また、当該第２の状態において、ディスプレイ１５０がリストを含まない画面を表示す
るとき、ＣＰＵ３１０は、携帯電話機１００に与えられる操作入力を確定するための入力
を受け付けるボタン画像を、ディスプレイ１５０に表示させる。
【００５９】
　他の局面において、選択可能な項目の各々には、コンテンツ（たとえば電話帳の項目、
各画像、音楽ファイルなど）が関連付けられている。ディスプレイ１５０は、表示されて
いる項目を示すための当該画像への操作に応答して、コンテンツを表示するように構成さ
れている。
【００６０】
　他の局面において、第２の状態においてディスプレイ１５０に表示されないボタン画像
は、携帯電話機１００に対する操作入力を確定するための入力を受け付けるためのボタン
画像を含む。
【００６１】
　好ましくは、当該複数のボタン画像は、左ソフトキー（ＬＳＫ）と、センターソフトキ
ー（ＣＳＫ）と、右ソフトキー（ＲＳＫ）とを含む。
【００６２】
　複数のボタン１６０は、確定のための操作入力を受け付けるボタンを含む。１つの画像
に対する操作入力が与えられると、プロセッサは、当該ボタンに対する操作入力が与えら
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れた場合に実行する命令を実現するように構成されている。
【００６３】
　［制御構造］
　図６を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００の制御構造について説明する。
図６は、ＣＰＵ３１０が実行する処理の一部を表わすフローチャートである。以下の処理
は、携帯電話機１００がオープンポジション（第１の状態）であるときに実行される。
【００６４】
　ステップＳ６１０にて、ＣＰＵ３１０は、携帯電話機１００のタッチパネル式のディス
プレイ１５０のポジションを判断する。ディスプレイ１５０の状態が縦画面であるとき、
ＣＰＵ３１０は、制御をステップＳ６２０に切り換える。ディスプレイ１５０の状態が横
画面であるとき、ＣＰＵ３１０は制御をステップＳ６３０に切り換える。
【００６５】
　ステップＳ６２０にて、ＣＰＵ３１０は非タッチパネル式のディスプレイを有する通常
の携帯電話機と同様に、３つのソフトキー（ＬＳＫ、ＣＳＫ、ＲＳＫ）をディスプレイ１
５０に表示する。
【００６６】
　ステップＳ６３０にて、ＣＰＵ３１０は、７つのソフトキーをディスプレイ１５０に表
示する。７つのソフトキーは、後述するように、たとえば、クリアキー、ショートカット
キー、左ソフトキー、センターソフトキー、右ソフトキー、ビューキー、終了キーを含む
。
【００６７】
　ステップＳ６４０にて、ＣＰＵ３１０は、入力される信号に基づいて、ディスプレイ１
５０に表示されているソフトキーまたはボタン１６０への操作を検知する。ステップＳ６
５０にて、ＣＰＵ３１０は、その検知に応答して、操作されたソフトキーまたはボタンに
割り当てられている処理を実行する。
【００６８】
　ステップＳ６６０にて、ＣＰＵ３１０は、携帯電話機１００が折り畳まれたか、または
、電源がオフにされたかを検知する。ＣＰＵ３１０は、いずれかを検知すると（ステップ
Ｓ６６０にてＹＥＳ）、ディスプレイ１５０における画面の表示を終了する。そうでない
場合には（ステップＳ６６０にてＮＯ）、ＣＰＵ３１０は制御をステップＳ６１０に戻す
。
【００６９】
　［表示態様］
　図７および図８を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００のソフトキーの表示
態様について説明する。図７は、携帯電話機１００がオープンポジションである場合にお
けるソフトキーの表示態様を表わす図である。図８は、携帯電話機１００がビューアポジ
ションであって横画面表示である場合における画面の表示態様を表わす図である。
【００７０】
　図７を参照して、タッチパネル式のディスプレイ１５０は、その表示領域の一番下の行
に左ソフトキー７１０と、センターソフトキー７２０と、右ソフトキー７３０とを表示す
る（ステップＳ６２０）。図７に示される画像は、携帯電話機１００が開かれた状態（第
１の状態）に表示されるが、他の場合にも表示され得る。たとえば、携帯電話機１００の
状態がセルフショットポジション（携帯電話機１００の使用者自身を撮影可能な状態）で
ある場合にも、図７に示される画面が表示され得る。
【００７１】
　なお、各ソフトキーの大きさは、均等であってもよく、あるいは、センターソフトキー
７２０が左ソフトキー７１０および右ソフトキー７３０よりも大きくてもよい。
【００７２】
　図８を参照して、ディスプレイ１５０が横画面を表示する状態であるとき、ディスプレ
イ１５０は、ソフトキーとして、クリアキー８１０と、ショートカットキー８２０と、左
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ソフトキー８３０と、センターソフトキー８４０と、右ソフトキー８５０と、ビューキー
８６０と、終了キー８７０とを表示する。
【００７３】
　各ソフトキーの大きさは、均等であってもよく、あるいは、センターソフトキー７２０
と左ソフトキー７１０と右ソフトキー７３０とが、他のソフトキーよりも大きくてもよい
。さらに、センターソフトキー７２０のみが他のソフトキーよりも大きくても良い。
【００７４】
　［制御構造］
　図９を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００の制御構造についてさらに説明
する。図９は、携帯電話機１００が折り畳まれていわゆるビューアポジションである場合
にＣＰＵ３１０が実行する処理の一部を表わすフローチャートである。
【００７５】
　ステップＳ９１０にて、ＣＰＵ３１０は、ディスプレイ１５０に表示される画面がフォ
ーカスを含むか否かを判断する。ＣＰＵ３１０は、当該画面がフォーカスを含むと判断す
ると（ステップＳ９１０にてＹＥＳ）、制御をステップＳ９２０に切り換える。そうでな
い場合には（ステップＳ９１０にてＮＯ）、ＣＰＵ３１０は、制御をステップＳ９３０に
切り換える。
【００７６】
　ステップＳ９２０にて、ＣＰＵ３１０は、センターソフトキーおよびビューキーを表示
することなく、その他のソフトキーをディスプレイ１５０に表示させる。ステップＳ９２
２にて、ＣＰＵ３１０は、携帯電話機１００への入力を検知する。ステップＳ９２４にて
、ＣＰＵ３１０は、その入力がディスプレイ１５０に表示されたフォーカスエリアのタッ
プであるか否かを判断する。ＣＰＵ３１０は、その入力がタップであると判断すると（ス
テップＳ９２４にてＹＥＳ）、制御をステップＳ９２６に切り換える。そうでない場合に
は（ステップＳ９２４にてＮＯ）、ＣＰＵ３１０は、制御をステップＳ９４０に切り換え
る。ステップＳ９２６にて、ＣＰＵ３１０は、センターソフトキーが押下されたときの動
作と同じ動作を実行する。
【００７７】
　ステップＳ９３０にて、ＣＰＵ３１０は、ディスプレイ１５０に表示されている画面が
左ソフトキー（ＬＳＫ）を使用しない画面であるか否かを判断する。ＣＰＵ３１０は、そ
の画面が左ソフトキーを使用しない画面であると判断すると（ステップＳ９３０にてＹＥ
Ｓ）、制御をステップＳ９３１に切り換える。そうでない場合には（ステップＳ９３０に
てＮＯ）、ＣＰＵ３１０は、制御をステップＳ９３２に切り換える。
【００７８】
　ステップＳ９３１にて、ＣＰＵ３１０は、ディスプレイ１５０に左ソフトキー（ＬＳＫ
）とセンターソフトキー（ＣＳＫ）を表示する。ステップＳ９３２にて、ＣＰＵ３１０は
、ディスプレイ１５０に表示されている画面が右ソフトキー（ＲＳＫ）を使用しない画面
であるか否かを判断する。ＣＰＵ３１０は、その画面が右ソフトキーを使用しない画面で
あると判断すると（ステップＳ９３２にてＹＥＳ）、制御をステップＳ９３３に切り換え
る。そうでない場合には（ステップＳ９３２にてＮＯ）、ＣＰＵ３１０は、制御をステッ
プＳ９３６に切り換える。ステップＳ９３３にて、ＣＰＵ３１０は、ディスプレイ１５０
にセンターソフトキー（ＣＳＫ）と右ソフトキー（ＲＳＫ）とを表示する。
【００７９】
　ステップＳ９３６にて、ＣＰＵ３１０は、予め定められたパターンで、左ソフトキーま
たは右ソフトキーをディスプレイ１５０に表示する。ここで予め定められたパターンとは
図１６に示すようにＣＳＫを左エリアに、ＬＳＫを右エリアに、ＲＳＫを右エリアの長押
しにそれぞれ割り当てることである。
【００８０】
　ステップＳ９３８にて、ＣＰＵ３１０は、タッチパネル式のディスプレイ１５０からの
出力に基づいて、ディスプレイ１５０に表示されているソフトウェアキーへの操作を検知
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する。
【００８１】
　ステップＳ９４０にて、ＣＰＵ３１０は、操作されたソフトウェアキーに割り当てられ
た動作を実行する。ステップＳ９５０にて、ＣＰＵ３１０は、タッチパネル式のディスプ
レイ１５０をオープンポジションに変更する操作があったか否かを判断する。ＣＰＵ３１
０は、そのような操作があったと判断すると（ステップＳ９５０にてＹＥＳ）、制御をス
テップＳ９６０に切り換える。そうでない場合には（ステップＳ９５０にてＮＯ）、ＣＰ
Ｕ３１０は、制御をステップＳ９１０に戻す。
【００８２】
　［表示態様］
　図１０を参照して、ある局面におけるビューアポジションにおける画面の表示態様につ
いて説明する。図１０は、ディスプレイ１５０による既存のビューアポジションの表示態
様を示す図である。図１０は、フォーカスがある画面の一般的な例に対応する。なお、フ
ォーカスとは、ディスプレイ１５０に表示されている項目を選択することが可能な状態に
なっていることをいう。ディスプレイ１５０は、クリアキー１００１と、左ソフトキー１
００２と、右ソフトキー１００３と、終了キー１００４とを表示する。しかしながら、セ
ンターソフトキーは表示されない。クリアキー１００１には、長押しされた場合の機能と
して、ショートカット機能が割り当てられている。
【００８３】
　次に、図１１から図１３を参照して、本実施の形態に係る携帯電話機１００におけるデ
ィスプレイ１５０の表示態様について説明する。図１１から図１３はそれぞれ、携帯電話
機１００がビューアポジションである場合におけるディスプレイ１５０の場面の表示態様
を表わす図である。
【００８４】
　図１１を参照して、ディスプレイ１５０は、携帯電話機１００に格納されている絵画の
サムネイル画像を表示している。このうち、画像１０１０に、フォーカスが当てられてい
る。ディスプレイ１５０は、コンテンツ画像を表わすサムネイルの他に、ソフトウェアキ
ーとして、クリアキー１０２０と、メニューキー１０３０と、複数選択キー１０４０と、
終了キー１０５０とを表示している。この場合、画像１０１０へのタッチにより画像１０
１０が選択されるため、ディスプレイ１５０の下の行には、選択のためのキー（センター
ソフトキー）は表示されない。なお、一般的な操作を実現させるため、ディスプレイ１５
０は、クリアキー１０２０を左端に、終了キー１０５０を右端にそれぞれ表示する。さら
に、左端のクリアキー１０２０が長押しされた場合の機能には、「ショートカット」機能
が割り当てられる。
【００８５】
　なお、フォーカスが当てられる画面は、図１１に示されるものに限られず、たとえば、
電話帳の見出し（すなわち登録された名前）、写真その他静止画のサムネイル、音楽ファ
イルの楽曲などのコンテンツ、すなわち、詳細な情報を確認するための画面が当該コンテ
ンツに関連付けられているものであればよい。この場合、当該詳細な情報は、プロパティ
と称される詳細な情報、属性情報を含み得る。
【００８６】
　また、図１１に示されるように、選択可能な複数のコンテンツを表示する場合、予め定
められた位置に表示されるコンテンツに対して、デフォルトでフォーカスが当てられる態
様であってもよい。あるいは、携帯電話機１００は、コンテンツの選択の履歴をフラッシ
ュメモリ３４４に保持し、最後に選択されたコンテンツにフォーカスを当てるように構成
されていてもよい。このようにすると、たとえば、頻繁に参照されるコンテンツを速やか
に選択することが可能になる。また、コンテンツが追加されたことにより、当該最後に選
択されたコンテンツの表示場所が変わった場合でも、使用者は、そのコンテンツを簡単に
見つけてタッチ操作を行なうことができる。
【００８７】
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　また、フォーカスが当てられている画像１０１０を表示するための輝度を、フォーカス
が当てられていない他の画像の輝度よりも高めてもよい。フォーカスが当てられている画
像が、他の画像よりも目だって表示されるため、使用者は、タッチ操作を行いやすくなる
。
【００８８】
　図１２を参照して、画像１０１０が選択された場合に、当該選択された画像１０１０の
詳細な属性を示す情報（プロパティ情報）が表示される。図１２に示される画面では、フ
ォーカスが当てられている項目がないため、画面の操作を受け付けるためのセンターソフ
トキー（図１２の例では、ＯＫキー１１２０）を表示する。
【００８９】
　図１３を参照して、ディスプレイ１５０は、携帯電話機１００が有する電話帳の一覧を
表示する。一覧１２００は、各登録者を識別するための領域を含む。このうち、領域１２
１０には、フォーカスが当てられている。このフォーカスが当てられた領域１２１０の詳
細情報を見るためには、領域１２１０をタッチ操作すればよいため、ディスプレイ１５０
の一番下の行に表示される選択のためのソフトキー（この画面の例では、センターソフト
キー「表示」）は表示されない。
【００９０】
　なお、フォーカスが領域１２１０に当てられていることを明確にするため、領域１２１
０は、他の領域の表示態様と異なる態様で表示されてもよい。たとえば、領域１２１０の
輪郭が強調されてもよく、あるいは、領域１２１０の輝度が他の領域の輝度よりも高くて
もよい。
【００９１】
　以上のようにして、本実施の形態に係る携帯電話機１００によると、携帯電話機１００
が折り畳まれている状態であって、ディスプレイ１５０が外側に現れているとき、ディス
プレイ１５０は、センターソフトキーを表示することなく、フォーカスが用いられる画面
を表示する。この場合、センターソフトキーのための領域がディスプレイ１５０の表示領
域を使用しなくて済み、ガイド行を1行に収めることができるため、コンテンツを表示す
るための領域が狭くなることを防止できる。
【００９２】
　＜変形例＞
　以下、本実施の形態の変形例について説明する。携帯電話機１００が表示するコンテン
ツの内容によっては、携帯電話機１００がビューアポジションである場合にセンターソフ
トキーが必要となる場合もある。そのため、その後のソフトキーが使用されない場合には
、その使用されないキーの代わりにセンターソフトキーをディスプレイ１５０に表示させ
てもよい。
【００９３】
　そこで、図１４および図１５を参照して、他の局面に従うディスプレイ１５０における
画面の表示態様について説明する。図１４および図１５は、ビューアポジションにおいて
ディスプレイ１５０がセンターソフトキーを表示する態様を表わす図である。
【００９４】
　図１４を参照して、ディスプレイ１５０は、クリアキー１４１０と、センターソフトキ
ー１４００と、右ソフトキー１４３０と、終了キー１４４０とを表示する。センターソフ
トキー１４００は、右ソフトキー１４３０の左側に表示される。したがって、携帯電話機
１００の使用者は、センターソフトキー１４００の位置を視認することにより、右ソフト
キー１４３０がセンターソフトキー１４００の右側に位置していることが直感的に把握可
能となる。
【００９５】
　なお、センターソフトキー１４００が表示されていることを強調するため、センターソ
フトキー１４００は、他のソフトキーの表示態様と異なる態様で表示されてもよい。たと
えば、センターソフトキー１４００の輪郭が強調されてもよく、あるいは、センターソフ
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トキー１４００の輝度が他の領域の輝度よりも高くてもよい。
【００９６】
　図１５を参照して、ディスプレイ１５０は、クリアキー１４１０と、左ソフトキー１４
２０と、センターソフトキー１４００と、終了キー１４４０とを表示している。左ソフト
キー１４２０は、センターソフトキー１４００の左側に表示される。したがって、センタ
ーソフトキー１４００の位置が認識されると、その左側に表示されるキーが左ソフトキー
１４２０であることが直感として把握可能となる。
【００９７】
　図１６は、ビューアポジションにおいて予め定められたパターンで各ソフトキーを表示
する態様を表わす図である。左ソフトキー、センターソフトキーおよび右ソフトキーの３
つとも使用されるような局面において、ディスプレイ１５０は、クリアキー１４１０と、
センターソフトキー１４００と、左右ソフトキー１６００と、終了キー１４４０とを表示
する。クリアキー１４１０には、長押しされた時に実行される機能として、ショートカッ
ト機能が割り当てられている。左右ソフトキー１６００には、短押し時に、左ソフトキー
の機能が割り当てられ、長押し時に、右ソフトキーの機能が割り当てられる。図１６に示
される各ソフトキーの配置および各ソフトキーへの機能の割り当ては、たとえば、携帯電
話機１００の製造時に設定される。
【００９８】
　以上のようにして、本実施の形態および変形例に係る携帯電話機１００によると、ディ
スプレイ１５０の表示領域が限られていても、所謂ビューアポジションにおいて、視認性
を犠牲にすることなく画面を表示することができる。
【００９９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、携帯電話機、ＰＤＡ端末その他の携帯可能な情報表示端末に適用することが
できる。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００　携帯電話機、１１０，１２０　筐体、１３０　二軸ヒンジ、１４０　スピーカ
、１５０　ディスプレイ装置、１６０　ボタン、１７０　マイク、３０８　アンテナ、３
１６　ＧＰＳアンテナ、３８２　メモリカード。
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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